
提出要領 

 

１．提出物 

・原稿（ワードファイル）※記載要領を参照すること 

・提出チェックリスト（別添） 

 

２．提出方法 

メール本文に以下の内容を記載し、原稿及び誓約書を添付の上、（提出先）へ送付すること。 

・プロジェクト名： 

・ジャンル（複数選択可）： 教育 or 科学技術・学術 or スポーツ or 文化  

・法人・所属： 

・担当者氏名： 

・連絡先（電話番号・メールアドレス）： 

・掲載を希望する期間（指定がある場合）：  

※掲載の開始時期を指定する場合、原稿提出から 40 日以降の日付を指定してください。 

 

（提出先） 

文部科学省寄附検討チーム 

E-mail: donation-wg@mext.go.jp  TEL：03-5253-4111（内線：2963）  

 

３．記載要領 

原稿：ワードファイル（1500 字～2000 字程度） 

写真：できるだけ多く付けること（ワードファイルに挿入し、写真データも別途送付すること） 

内容：読み手にとって分かりやすい内容となるよう、以下の項目を参考として作成すること 

 

【法人の概要】 

・法人のミッションやこれまでの取組（一般の国民の方にも分かりやすいように） 

 

【プロジェクトの概要】 

・現在の状況・課題（プロジェクトを実施する背景となる事情） 

・寄附金で何を実施するのか（募集目的） 

・募集期間・目標金額 

・寄附者へのリターン（返礼品等） 

 

【プロジェクトの実現により目指す姿】 

・プロジェクトの実施により得られる効果 

・最終的に目指す姿 

・記事を見た方に伝えたいこと 

  



（別添） 

 

誓約書 

 

 

掲載を希望する寄附プロジェクト等については、下記に該当しないものであることを誓約い

たします。 

 

記 

 

（1）法律、法令等に違反する内容又は違反するおそれがあるもの 

（2）特定の個人・団体等を誹謗中傷するもの 

（3）政治、宗教活動を目的とするもの 

（4）著作権、商標権、肖像権など当省又は第三者の知的所有権を侵害するもの 

（5）人種・思想・信条等の差別又は差別を助長させるもの・公の秩序又は善良の風俗に反す

るもの 

（6）虚偽や事実と異なる内容及び単なる風評や風評を助長させるもの 

（7）本人の承諾なく個人情報を特定・開示・漏えいする等プライバシーを害するもの 

（8）有害なプログラム、わいせつな表現などを含む不適切なもの 

（9）文部科学省設置法（平成十一年法律第九十六号）に定める当省の任務及び所掌事務に関

係のないもの 

 

  

 

           年  月  日 

 

              法人所在地 

              法人名及び代表者名 

 


